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別
添
４

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文

○
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
六
十
四
条

法
第
十
六
条
第
三
項
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

第
六
十
四
条

法
第
十
六
条
第
三
項
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
様
式
第
十
八
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

し
た
様
式
第
十
八
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

汚
染
土
壌
の
運
搬
の
用
に
供
す
る
自
動
車
等
の
使
用
者
の
氏
名
又

十
二

汚
染
土
壌
の
運
搬
の
用
に
供
す
る
自
動
車
等
の
所
有
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
連
絡
先

は
名
称
及
び
連
絡
先

十
三
～
十
五

（
略
）

十
三
～
十
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

別
表
第
一
（
第
七
条
第
一
項
関
係
）

別
表
第
一
（
第
七
条
第
一
項
関
係
）

特
定
有
害
物
質
の
種
類

地
下
水
基
準

特
定
有
害
物
質
の
種
類

地
下
水
基
準

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一
ミ
リ

一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
二
ミ

グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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別
表
第
二
（
第
九
条
第
一
項
第
二
号
関
係
）

別
表
第
二
（
第
九
条
第
一
項
第
二
号
関
係
）

特
定
有
害
物
質
の
種
類

第
二
溶
出
量
基
準

特
定
有
害
物
質
の
種
類

第
二
溶
出
量
基
準

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
ミ
リ

一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
二

グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
三
（
第
三
十
一
条
第
一
項
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
十
一
条
第
一
項
関
係
）

特
定
有
害
物
質
の
種
類

要
件

特
定
有
害
物
質
の
種
類

要
件

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一

一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇

ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と

。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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様
式
第
十
六

（第
六
十
一
条
第
一
項
関
係

）

様
式
第
十
六

（第
六
十
一
条
第
一
項
関
係

）

汚
染
土
壌
の
区
域
外
搬
出
届
出
所
書

汚
染
土
壌
の
区
域
外
搬
出
届
出
所
書

年
月

日
年

月
日

都
道
府
県
知
事

都
道
府
県
知
事

（市
長

）

殿

（市
長

）

殿

報
告
者

氏
名
又
は
名
称
及

報
告
者

氏
名
又
は
名
称
及

び
住
所
並
び
に
法

び
住
所
並
び
に
法

人
に
あ
っ
て
は

、
人
に
あ
っ
て
は

、
そ
の
代
表
者
の
氏

そ
の
代
表
者
の
氏

名
印

名
印

土
壌
汚
染
対
策
法
第
１
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

、要
措
置
区

土
壌
汚
染
対
策
法
第
１
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

、要
措
置
区

域
等
か
ら
搬
出
す
る
汚
染
土
壌
に
つ
い
て

、次
の
と
お
り
届
け
出
ま

域
等
か
ら
搬
出
す
る
汚
染
土
壌
に
つ
い
て

、次
の
と
お
り
届
け
出
ま

す

。

す

。

運
搬
の
用
に
供
す
る
自

運
搬
の
用
に
供
す
る
自

動
車
等
の
使
用
者
の
氏

動
車
等
の
所
有
者
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
連
絡

名
又
は
名
称
及
び
連
絡

先
先
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（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

様
式
第
十
八

（第
六
十
四
条
第
一
項
関
係

）

様
式
第
十
八

（第
六
十
四
条
第
一
項
関
係

）

非
常
災
害
時
に
お
け
る
汚
染
土
壌
の
区
域
外
搬
出
届
出
書

非
常
災
害
時
に
お
け
る
汚
染
土
壌
の
区
域
外
搬
出
届
出
書

年
月

日
年

月
日

都
道
府
県
知
事

都
道
府
県
知
事

（市
長

）

殿

（市
長

）

殿

報
告
者
氏
名
又
は
名
称
及

報
告
者
氏
名
又
は
名
称
及

び
住
所
並
び
に
法

び
住
所
並
び
に
法

人
に
あ
っ
て
は

、

人
に
あ
っ
て
は

、

そ
の
代
表
者
の
氏

そ
の
代
表
者
の
氏

名
印

名
印

土
壌
汚
染
対
策
法
第
１
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り

、要
措
置
区

土
壌
汚
染
対
策
法
第
１
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り

、要
措
置
区

域
等
か
ら
搬
出
し
た
汚
染
土
壌
に
つ
い
て

、次
の
と
お
り
届
け
出
ま

域
等
か
ら
搬
出
し
た
汚
染
土
壌
に
つ
い
て

、次
の
と
お
り
届
け
出
ま

す

。

す

。

（略

）

（略

）
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運
搬
の
用
に
供
す
る
自

運
搬
の
用
に
供
す
る
自

動
車
等
の
使
用
者
の
氏

動
車
等
の
所
有
者
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
連
絡

名
又
は
名
称
及
び
連
絡

先
先

（略

）

（略

）

（略
）

（略

）


